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（
財
政
金
融
委
員
会
）

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う

）
の
完
全
民
営
化
の
方
針
を
維
持
し
つ
つ
、
危

。

機
対
応
及
び
成
長
資
金
の
供
給
に
対
し
会
社
の
投
融
資
機
能
を
活
用
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
危
機
対
応
業
務

１

当
分
の
間
、
会
社
に
対
し
、
危
機
対
応
業
務
を
義
務
付
け
る
。

２

政
府
は
、
当
分
の
間
、
会
社
に
よ
る
危
機
対
応
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算

で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
特
定
投
資
業
務

１

会
社
は
、
平
成
三
十
二
年
度
末
ま
で
の
間
、
特
定
投
資
業
務
に
よ
り
成
長
資
金
の
供
給
を
集
中
的
に
実
施
し
、
平
成
三

十
七
年
度
末
ま
で
に
同
業
務
の
投
資
資
産
を
全
て
処
分
し
、
同
業
務
を
完
了
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
府
は
、
平
成
三
十
二
年
度
末
ま
で
の
間
、
会
社
に
よ
る
特
定
投
資
業
務
の
適
確
な
実
施
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
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め
る
と
き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
会
社
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

政
府
保
有
株
式

、１

政
府
が
保
有
す
る
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
、
会
社
の
目
的
の
達
成
に
与
え
る
影
響
及
び
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
そ

の
縮
減
を
図
り
、
で
き
る
限
り
早
期
に
そ
の
全
部
を
処
分
す
る
。

２

一
及
び
二
の
業
務
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
間
、
各
業
務
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
政
府
に
対
し
、
必

要
な
会
社
の
株
式
（
そ
れ
ぞ
れ
、
発
行
済
株
式
の
三
分
の
一
超
、
二
分
の
一
以
上
）
を
保
有
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

四
、
そ
の
他

当
分
の
間
、
会
社
に
対
し
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
他
の
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
阻
害
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
特
に
配
慮
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
、
会
社
に
よ
る
各
業
務
の
在
り
方
及
び
こ
れ
を
踏
ま
え
た
会
社
に
対
す
る
国
の
関
与
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。


